
重要 緊急時（警報発令時）の対応・対策について 家庭保存 
           横浜市立勝田小学校 令和８年５月改定版  

風水害などの緊急時（警報発令時）における学校の対応・対策は表のようにします。 

 次のような警報・予報・災害が、横浜市内（神奈川県全域又は神奈川県東部）に発令された場合または
発生した場合です。 

 警報の種類 対応・対策 すぐーるを使っての配信等 ご家庭での措置 

登

校

前 

等 

午前６時の段

階で、横浜市内に 

「レベル４危険警報」

「レベル５特別警報」
が発令継続中 

市立学校一斉 

臨時休校となります。 

○警報が解除されても当日

は休校となります。 

 

○配信はしません。 

「警報」（※１）で 

ご判断ください。 

 

○電話での連絡はしま

せん。 

 

○お子さんの登校を

見合わせ、ご家庭

で過ごせるように

してください。 

午前６時前にレベ

ル 4 危険警報とレベル５

特別警報が解除。午前

６時前の段階でレベ

ル３警報が発令継続中 

学校は 

平常どおり行われます。 

○各家庭で「危険」と判断し

た場合は、登校を見合わせ

てください。 

○各家庭で、安全を考慮

して、お子さんの登校

を判断してください。

（遅刻・欠席にはなり

ません）（※２） 

登校前の時間帯に 

横浜市域のいずれかで 

震度５強以上の大規模

な地震が発生した場合 

 

放課後・休日・夜間もこれ

に準じます。 

原則として、当日・翌日は 

市立学校一斉 

臨時休校となります。 

○被害が少ないなど状況に

よっては、学校長の判断で

授業実施の場合もありま

す。（※３） 

 

○配信はしません。（震度

５強以上＝休校と判断

してください。） 

○電話連絡しません。 

●授業実施が可能な場合

は、配信（未登録の方

には電話連絡）をする

とともに、校門掲示を

します。 

○お子さんの登校を

見合わせ、ご家庭

で過ごせるように

してください。 

 

○授業実施が可能な

場合は、安全を考

慮して登校させて

ください。 

南海トラフ地震に関する

臨時情報 
「平常時に比べて相対的に発

生するリスクが高まった」等の

情報が発表された。平成 29 年

11 月から、自動的に休校とな

る「警戒宣言」は出ないことに

なりました。 

〇市教委から「全市臨時休

校」の指示があれば休校。

地域の災害危険性等から、

中学校区で登校見合わせ

の判断をする場合があり

ます。 

○配信に努めますが、

不可能な場合もあり

ます。 

〇横浜市ホームページ

等で確認してくださ

い。 

〇各家庭で登校の安

全を判断、及び確

保し、登校させて

ください。 

J アラート(全国瞬時警報

システム)で、自然災害以

外の警報(テロなど)が神奈

川県を含んで発せられた

場合 

〇学校は原則、休校にはし

ません。 

〇警報が出ている間、登校を

見合わせ、建物内で安全を

確保してください。 

 

〇配信に努めますが、即

時配信は困難なこと

もあります。 

〇警報が解除されたら

配信を行います。 

〇各家庭で登校の安

全を判断、及び確

保し、配信後に、

登校を開始してく

ださい。 

登

下

校

中 

登下校中に 

震度５強以上の大規模

な地震が発生した場合 

「レベル４危険警報」

「レベル５特別警報」
が発令継続中 

安全な場所に身を伏せるな

どして、安全確保をした後、

学校か自宅か近い方（自宅に

保護者がいない場合は学校）

に避難する。 

○学校に避難した児童は、 

預かり（留め置き）引き渡し を

行います。 

 

○配信で、情報発信に

努めます。 

●情報が届くまでに時

間がかかると想定さ

れます。 

 

 

○電話での連絡はしま

せん。 

  

  

 

 

 

 

○お子さんが帰宅し

ている場合、また

帰宅した場合は、

その旨学校へご連

絡ください。 

○学校で預かり（留

め置き）のお子さ

んは、引き渡しを

しますので、引き

取り人の方は引き

取りに来てくださ

い。（※５） 

 警報の種類 対応・対策 すぐーるを使っての配信等 ご家庭での措置 



登

校

後 
 

登校後に 

「暴風警報」「大雪警

報」「暴風雪警報」「特

別警報」「火山噴火降灰

予報」 

のいずれかが発令された

場合 

学校の判断で、 

預かり（留め置き） 

引き渡しを行います。 

○状況によっては、下校時刻

を早めることもあります。 

○通常の下校時間帯に天候

が回復すれば、通常下校と

する場合があります。 

○配信で、状況と対応

を伝達します。 

 

 

○担任がお子さんの

引き渡しをします

ので、引き取り人

の方は引き取りに

来てください。 

 （※５） 

南海トラフ地震に関す

る臨時情報が発表された

場合 

Jアラート(全国瞬時警報シ

ステム)で、自然災害以外の

警報(テロなど)が神奈川県

を含んで発せられた場合 
登校後に 

横浜市域のいずれかで 

震度５強以上の大規模

な地震が発生した場合 

「レベル４危険警報」

「レベル５特別警報」
が発令継続中 

市立学校一斉 

直ちに授業を打ち切り、 

預かり（留め置き） 

引き渡しを行います。 

※市の要請を受け、学校が地

域防災拠点となります。 

○配信で、情報発信に

努めます。 

 

●情報が届くまでに時

間がかかると想定さ

れます。 

 

○電話連絡しません。 

  

  

○担任がお子さんの

引き渡しをします

ので、引き取り人

の方は引き取りに

来てください。 

 （※５） 

（※１） 各警報、降灰予報については、インターネットやテレビ等でご確認ください。 

 

（※２） 悪天候で休んだり遅れたりする場合、欠席・遅刻扱いにはなりません。ただし、その旨を学校に 

すぐーる等で連絡してください。  

 

（※３） 被害が少ない場合にも、施設・設備や通学路などの安全点検を行った上での判断になります。また、 

職員体制が整うまで時間がかかると考えられます。 

 

（※４） 残留児童の安全確保と指導を優先しますので、「第一報の連絡」で連絡がつかないと、それ以後何度 

も電話連絡を試みることが困難な場合が考えられます。留守電モードにしておき、定期的な確認を

お願いいたします。また、第一報以後のすぐーるでの配信内容の変更を、電話にて逐次連絡してい

くことは困難です。すぐーるでの配信を登録している方から聞けるようにするなど、情報を得るよ

うにしてください。 

 

（※５） 引き取り人は、児童調査票に記入していただいた保護者や親族の方です。 

 

☆【レベル４危険警報】とは、災害が発生するおそれが高く、速やかな避難が必要な状況を指し、「河川氾濫」

「大雨」「土砂災害」「高潮」に関して発令されます。本校において「河川」とは、早渕川を指します。 

 

☆【レベル４危険警報】に伴う避難指示が発令された場合、本校アリーナに避難所が開設されます。避難所を

利用する場合は、コミュニティーハウス入り口からお入りください。台風が接近するなど、被害が大きくな

ると予想される場合は、避難情報を必ず確認するとともに、すぐーる配信等を必ず確認してください。 

 

☆【レベル５特別警報】は、【レベル４危険警報】以上の状況のことを指します。 

 

☆大規模地震発生時は、すぐーるやホームページで情報を発信することができない場合があります。 

 

☆電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

 

☆震度５弱以下の地震でも、下校時に危険が予想されるときは、５強以上の場合と同様の対応とします。 

 


